
1 件　名 順送浴装置及びミストシャワー浴装置

2 物品名・仕様及び数量
以下の【A】と【B】の装置において、①もしくは②のいずれかの仕様を満たすものであること。

【A】順送浴装置
メーカー 品　　　名 規　　格　　等 数　量

①オージー技研 ジュストS（100V）片袖 HK-255S1-U2 1式
電動昇降ストレッチャー 片袖タイプ RA-255S 1
担架 RA-355S 1

②酒井医療 リクシースタンダード浴槽（塩素殺菌＋マイクロバブル） LIX-120M 1
片持ち型ストレッチャー LWT-100 1
上肢用サイドフェンス LWT-20 1
バッテリーボックス BAL40 1

【B】ミストシャワー浴装置
メーカー 品　　　名 規　　格　　等 数　量

①オージー技研 シャワーバス　セレーノG 右横Dt（CPWT） HK-3100GCPWT 1
電動昇降ストレッチャー 横Dt RA-3100S-U1 1
ズレ防止金具セット 10-00189815 1
排水ホース延⾧セット 10-00189500 1

②酒井医療 シャワードームタンク付 PAO-210 1
洗浄ユニット PAO-20 1
高さ調整式ストレッチャー PAS-210 1

3 装置の条件等

4

5

6 その他
その他不明な点については、本市と協議の上、実施すること。

(機器構成表）

仕　様　書

（１）装置の条件等
ア　入札機器のうち医療機器に関しては、入札時点において医薬品医療機器等法（改正薬事法）に定められている製造承認を得ている
　　　物品であること。
イ　納入までの間に新機種開発によりモデルチェンジまたは機能増強され、千葉市（以下、「本市」という。）が把握していた機能や設置
　　　条件等に変更が生じる可能性がある場合、速やかにその事由を当院に報告し、本市との協議に応じること。
ウ　搬入及び据付工事の実施日時は、本市と受注者とで協議して定めるものとする。
エ　機器の搬入及び据付に必要な箇所の養生を行うこと。またその費用（材料、敷設及び撤去）は受注者の負担とすること。
オ　機器が正常稼働するために本市が用意する一次側設備(電源･空調･給排水等）以外に工事・設置調整が必要となる場合は、
　　受注者の負担として本入札金額の範囲内で整備対応すること。
カ　建設工事期間中に装置の搬入を行う場合は、建物本体工事施行業者の定める規則に従い行うこととする。また、本市とで詳細を
　　　打ち合わせの上、搬入計画を速やかに提出し、その内容について了承を得てから実施すること。
キ　建設工事期間中に機器関連工事を行う場合は、建物本体工事施行業者と十分協議の上、工事上また工程上で支障のないものと
　　　すること。また、必要に応じて受注者側で養生等を用意し、一次側設備等の破損の無いようにすること。
ク　機器が完全に稼働するために必要な運搬、据付、配線のために必要な費用は、全て受注者の負担とすること。
ケ　納入後においても、装置に必要な消耗品及び物品の安定供給が確保されること。
コ　その他仕様書に記載のない事項については、適宜本市との協議に応じること。

（２）サポート・障害支援体制
ア　機器の無償保証期間は、納入検査完了日から１年間とする。
イ　無償保証期間中における定期点検費・人件費・作業費・出張費・修理部品費・定期交換部品費等、全ての費用を無償とすること。
　　　ただし、消耗品や事務用品を除くものとする。
ウ　保証期間満了後においても、故障等が発生した場合には直ちに対処できる体制であること。
エ　サポート体制は、病院運用に支障をきたさないよう営業担当者もしくはサポートセンターにて一次対応を行うこと。
オ　機器取扱に関しては、病院医療職が技術を習得するまで十分教育訓練を行い、本市が指定する日時、場所で行うこと。
カ　機器の試運転及び取扱い説明に関する導入時教育訓練のための消耗品等は受注者の負担において用意すること。
キ　機器の取扱説明書（操作マニュアル）は、日本語版を１部以上用意すること。
ク　納入後一定期間は、機器稼動時に技術者を派遣立会いさせ、機器の稼動性能を確認するとともに病院医療職の使用操作に対し
　　　随時指導することとし、その期間は状況により、本市と協議すること。

納入期限
令和８年8月31日まで

納入場所
（仮称）千葉市立幕張海浜病院　４階/5階病棟　特浴室
千葉県千葉市美浜区若葉３丁目１番２７、４１の一部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　 千葉市病院局経営企画課開院準備班
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉県千葉市中央区千葉港１番１号（高層棟４階）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話０４３－２４５－５７４１


